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手
形
法
に

お

け
る

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
に

関

す
る

若
干
の

考
察

ββg

H
レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

は
､

今
日

で

は

広

汎
に

認
容
さ

れ

て

い

る

が
､

そ

れ

は

取

引
の

安
全

を
､

静
的
安
全
と

動
的
安
全
の

調

和
に

よ

り

達
成

し

ょ

う

と

す
る

｡

と
り

わ

け
､

債
権
の

流
通
の

た

め

に

証

券
に

債
権
が

化

休
さ

れ

る

手

形
に

あ
っ

て

は
､

こ

の

法
理

は

重

要
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

手
形
取

引
に

あ
っ

て

ほ
､

手

形

取

得
者
が

､

そ

の

手

形
の

振
出
の

原

因
及

び

譲
渡
の

原

因
に

関
す
る

調

査

義
務
を

免
れ

る

こ

と
こ

そ
､

手
形
流
通
の

促
進
と
い

う
目

的

を

達
成
で

き

る

の

で

あ

り
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法
理

は
､

そ

の

目

川

村

正

幸

的
に

と

り
､

有
益
で

あ
る

と

考
え

ら
れ

る
｡

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法
理

一

般
に

関
し
て

論
ず
る

に

は
､

筆
者
は

(

1
)

あ

ま

り
に

準
備
不

足
で

あ
っ

て
､

本
論
文
で

は
､

手

形
法
に

お

け

る

レ

ヒ

ン

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
に

限

定

し
て

､

若
干
の

理

論
的
考
察

を

な

そ

う

と
思

う
｡

そ

の

際
に

は
､

手

形
法
に

お

い

て
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

を

体

系
化
さ

せ

た
､

-

g
O

E

の

理

論
が

考

察
の

(

2
)

出
発
点

と

な
る

｡

H
レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

は
､

ゲ
ル

マ

ン

法
律
観
の

所
産
で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

ゲ
ル

マ

ン

古
法
に

根
ざ

す

ゲ

ヴ
ュ

ー

レ

に

基
づ

く

(

3
)

も
の

で

あ

り
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法
理
に

お

い

て

帰
貴
の

基
準

と
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さ

れ

て

い

る

原

因

主

義
(

宕
⊇
已
p
∽

告
n
的

ヱ
岩

-

n
N
i

已

は
､

又

(

4
)

ま

さ

に

ド

イ

ツ

的
な

も
の

で

あ

る
｡

そ
の

結
果

､

こ

の

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

は
､

ド

イ

ツ

で

は
､

膚
易
に

受
け

入

れ

ら

れ
､

今
日

で

は
､

ド

イ

ツ

手

形
法
で

ほ
､

通

説
と
な
っ

て

い

る
｡

フ

ラ

ン

ス

で

は
､

個
人

意
思
自
治
の

原
則
が

重

視
さ

れ

る

た

め

か
､

ア
バ

ラ

ン

ス

理

論
(
-

P

-

F
か

邑
e

計
-

宮
で
岩
e

n

邑
は

､

普
及
し
て

い

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

と

り

わ

け

民

法
で

は
､

取

引
の

静
的

安
全
の

側
面
が

重

視
さ

れ
､

全
く

例
外

的
な

場
合
に

し

か
､

外
観
に

信
顧
す

る

こ

と

が

許
さ

れ

な
い

｡

そ

れ

に

対

し

て

商

法
で

は
､

動
的
安
全
の

側
面
が

優
位
し

､

外

観
へ

の

信
痛
が

保
護

さ

れ

る
ぺ

き

で

あ

る
､

と

し
て

､

手
形
法
に

お

け
る

､

こ

の

法
理

の

展
開
を

主

讐
る

見
解
も

あ
ー

範
そ

れ

ほ
､

ド

イ

ツ

手
形
法

(

6
)

に

お

け

る

よ

う
に

は

普
及

し
て

は
い

■
な

い
｡

イ

タ

リ

ア

で

は
､

ア
ッ

パ

レ

ン

ツ
ァ

理

論
(
-

P

t

e
O

ユ
P

血

巨
-

〉

名
官
岩

昌
N

P
)

は
､

誉
∽
∽

p

の

手
形
理

論
に

､

明

確
な

形
で

確
立

さ

れ

る

に

至
っ

た

が
､

今
日

､

手
形
法
に

お

い

て
､

そ

れ

を

支
持

す

る

見
解
は

少
な

い
｡

肖
現
行
の

手
形
法
は

､

一

九
三

〇

年
に

統
一

さ

れ

た

世

界
的
統

一

法
で

あ
る

が
､

そ

の

統
一

は
､

単
な
る

形
式
的
な

法
文
の

統
一

に

止
ま

る

だ

け
で

あ
っ

て

ほ

な

ら

ず
､

更
に

､

実
質
的
に

も

統
一

が

逢
成

さ

れ

る
ぺ

き
で

あ
っ

て
､

そ

の

解
釈
に

際
し

て

は
､

｢

統

(

7
)

一

性
の

理

念
+

が
､

重

視
さ

れ

る

ぺ

き

で

あ

る
｡

そ

の

た

め

に

は
､

統
一

手
形
法
の

解
釈
は

､

国

内

法
､

と

り

わ

け

民

法
か

ら
､

で

き

(

8
)

る

だ

け
独

立

し
て

な
さ

れ
る

ぺ

き

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

見
地

に

立

て

ば
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
が

､

ゲ

ル

マ

ン

法
に

起
源
を

有
す
る

と
い

う
こ

と

は
､

ド

イ

ツ

手
形
法
上

で

も
､

全
く
そ

の

主
張
の

根
拠
と
は

な

り
え

ず
､

む
し

ろ
､

そ

の

統
一

手

形
法
上
で

の

地

位
の

香
定
に

､

導
く
こ

と
に

も

な
ろ

う
｡

本
論
文
は

､

こ

の

見
地
に

立
っ

て
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

を
､

普

遍
的
な

法
理

と
し

て
､

統

二
千

形
法
中
で

再
構
成
す
る

､

と
い

う

目
的
の

た

め
に

､

若
干
の

問
題
を

検
討
し

ょ

ぅ

と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

(

1
)

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法

竺
般
に

関

し

て

は
､

喜
多
｢

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法

理
の

課

題
+

『

商
学
討
究
』

､

軍
一

巻
第
三

号
､

一

三
二

頁

以

下
､

同
｢

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法

理

の

構
成
+

『

現
代

法
学
の

諸

問

題
』

､

一

九
五

二

年
､

六

九

頁
以

↑
､

加
藤

(

勝
)

｢

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法

理
に

つ

い

て

-
表
見
支
配
人

の

研

究
H
-
+

『

北

大
法

学
会
雄

詩
』

､

第
五

巻
､

三

〇

頁
以

下
｡

(

2
)

l

琶
宮

の

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法

理
に

つ

い

て

は
､

河
本

｢

有

価

証

券
に

お

け

る

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

ー
ヤ

コ

ピ

を

中

心

と

し
て

-
+

『

神

戸
法

学

雑
誌
』

､

竺
巻

第

四

号
､

七
二

五

頁
以

↑
､

小

橋
｢

ヤ

脚
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コ

ピ

の

手

形
理

論

(

権

利

外

観

罷
)

に

つ

い

て
+

『

私

法
』

､

一

四

号
､

一

〇
二

頁
以

下
｡

(

3
)

喜
多

､

前

端
､

『

現

代

法

学
の

諸

問
題
』

､

一

〇
一

頁
以

下
｡

(

4
)

喜
多

､

前

掲
､

『

商
学

討
究
』

､

第
二

巻
第
三

号
､

三

七

九

頁
｡

(

5
)

C

巴
巴
?

A

已
○

さ

昏
旨
吋

買
う

訂

望
外

叫

3

軋
､

虐
唱

弓
3
Q
Q

苫

敷
l

O
叫

印

篭
∋
ヨ
等
Q
叫

阜
-

心

示
-

-

ロ
｡
の

N

O
心

e

t

竺
-

i

く
.

(

6
)

卜
ゐ

筈
O
t

e

t

声
O

g
O
t

ほ
､

外

観

侶
顧
の

保

護
に

基
づ

く
､

法

に

よ

る

手

形

債
務
の

成

立

を

認

め
､

又

抗
弁
制
限
の

根
拠
を

､

法
に

ょ

る

外

観

倍
顧
の

保

護
に

求

め
て

い

る
｡

そ
し

て
､

仏

商
法

典
第

一

二
一

条
(

統
一

手

形
払

第
一

七

条
)

を
､

広

汎
な

通
用

範
囲
を

も
つ

規
定

と

み
て

い

る

(

同

意
に

つ

い

て

の

塀

沈
も

､

同

条
の

対

象
と

す

る

人

的

抗
弁
に

含
ま

れ

る
)
｡

P
e

容
O
t

e
t

声
O

b
-

O
t

は
､

し

た
が

っ

て
､

外
観
法

理

を
と

る

と

言
え

よ

う
(

ト

e

亀
.

申

訂

丸
Q

q

Q

ヨ
ヨ
笥

き

ー

況
少

汁

-
-

ロ
｡
｡

-

-

¢

e
t

-

N

O
-

声
｡
m

旨
♪

旨
加

e
t

山
-

-
)

｡

(

7
)

H
-

記
O

F

:

七
ど
F
e

サ

ニ

訂
ビ
b
∽

W
e

O

F
∽
e
】

的
e

班
O

t

N

O
d

e

:
り

訂
F
e

芋

-

ど
F
e

s

≦
1

e

O

F
s

e
-

り
e

O

F
t
～

へ
h

-

ロ

b
e

知
莞
監
軋

き

旨
監
已
缶

さ

○
コ
㌣

ヨ
ト

さ

顎
q

竜
買

-

宗
か

､

S
･

N

-

○

鞄

が
､

こ

の

間

題

に

つ

い

て

の

代

表

的

な

論
文
で

あ
る

｡

又
l

聖
U

O

E
(

喜
好
り

訂
乳

空

言
叫

幹
訂
Q

ぎ
Q
Q

ぎ

ー

設

↑
以

下
､

J

p

8
E

-

一

3
叫

と

略
す

る

-
S

●

N

N

鞘
)

及

び

呂
○
の
払

P

(

ゴ

ま
訂
首

札
Q

記

串

昌
ヨ
g
已
♪

-

設
か

1
以

下
､

呂
○

琵
p

〉

〔
打

ヨ
訂
已
へ

と

略
す

る

-
P

-

旨
e

∽

e

的

中
)

も
､

同

様
の

立

場
を

と
る

｡

(

8
)

し

か

し
､

手

形
能
力
に

つ

い

て

は
､

国
内

法
に

よ

り
､

法
の

欠

映
が

補

充

さ

れ

ね

ば

な

ら

ず
､

手

形

法
の

国
内

法

か

ら
の

独

立

性
の

限

界
を

示

す
､

と

言
え

る
｡

二

H
今

日

で

は
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法

理
が

､

ゲ

ル

マ

ン

法
的

伝

統
中
に

､

ロ

ー

マ

法
的
第
三

者
の

善
意
の

観
念
が

注
入

さ

れ

て
､

成
立

す
る

に

至
っ

た

こ

と
を

重

視
し
て

､

こ

の

善
意
の

角
度
か

ら
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

を

正

当

化

し
､

再
構
成

す
る

こ

と

が

主

張

(

1
)

さ

れ

て

い

る
｡

善
意
は

､

外

観
に

か

か

ら
し

め

ら

れ

て
､

信
頼
と

し
て

把

握
さ

れ

る
｡

法
律
生

活
､

及
び

社

会
生

活
そ

の

も
の

が
､

人

間
相
互

の

信
頼
関
係
に

基
づ

く
が

故
に

､

外
観
に

信
頻
し

た

者

が

保
護
さ

れ
､

又

外

観
に

与

因
し
た

者
が

､

帰
貴
さ

れ

る

の

で

あ

(

2
)

る
｡

こ

こ

に

お

い

て
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

は
､

信
頼
主

義
の

上
に

基
礎
付
け

ら

れ

る
｡

こ

の

信
頼
主

義
は

､

絵
て

の

法
秩
序
の

(

3
)

基
本

的
原
則
に

属
す

る

上

位
の

法
原
則
で

あ

る
｡

か

く

し
て

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

は
､

ゲ

ル

マ

ン

法
的
基
盤
か

ら

独

立

す
る

に

至
る

｡

し

か

し
､

信

頼
主

義
の

妥
当

す
る

領
域

､

及

び

そ

の

法
的
結
果

は
､

多
様
で

あ

り
､

信

頼
主

義
か

ら

引
き

出
さ

れ

る

事
象
の

公

約

数
は

､

き

わ

め
て

外

面
的
な

事
柄
で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

実

定

(

4
)

法
の

規
定

す

る

所
が

重

要
で

あ
る

､

と

言
わ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

肖
レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
は

､

一

般
に

､

信
頼
主

義
と

原

因
主

♂9 0
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義
と
か

ら

な

る
､

と

理

解
さ

れ

て

い

る
｡

信
敵
主

義
は

､

法
的
信

憑
性
あ

る

外

観
に

信
威
す
る

善
意
者
が

保

護
さ

れ

る

ぺ

き
こ

と

を

要
求
す
る

｡

こ

れ

は
､

こ

の

信
顧
保

護
に

ょ

り

利
益
を

受
け

る

者

の

保
護
の

原

因
を

明

ら

か

に

す
る

｡

し

か

し
､

こ

の

信
顧
主
義
は

､

そ

の

信
頼
保
護
に

よ

り

不

利
益

を

蒙
る

者
が

､

何
故
に

そ

の

信

顧

の

た

め

に

不

利
益
を

蒙
ら

ね

ば

な

ら

な
い

の

か
､

の

問
題

､

す

な

(

5
)

わ

ち
､

帰

貴
性
の

問
題
に

つ

い

て

は
､

何
も

語
っ

て

は

い

な
い

｡

信
顧
に

基
づ

く

保
護
と

､

そ

れ

に

対

応
す
る

帰
真
性
の

結
合
ほ

､

全
く

必

然
的
な

も
の

で

は

な

い
｡

そ

れ

は
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法

理
の

個
々

の

場
合
に

お

い

て

決
定
さ

れ

る

に

す

ぎ

ず
､

帰
責
任
を

排
除
し

た

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
の

存
在
も

､

認

め

ら
れ

る

の

で

(

七

あ
る

(

蒜
F
e

声
e
c

F
t

s

岩
F
e
i

ロ
匂

ユ
ロ
N
-

p

の

場
合
で

あ

る
)

｡

し

か

し
､

帰

貴
性
の

観
点
か

ら

独

立
し

た

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法

理
は

､

例
外
で

あ

り
､

帰

貴
性
が

加
わ

る

の

が

原

則
で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

帰
貴
性
の

理

念
中
に

具
体

化
さ

れ

て

い

る

の

は
､

人
の

(

7
)

自
ら
の

行
為
に

対

す

る

責
任

だ

か

ら
で

あ

り
､

そ

し
て

､

私

的

自

治
の

原
則
と

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法

理

と
の

対

立
は

､

帰
責
性
の

(

8
)

要

件
に

よ

り
､

解
消
さ

れ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

静

的
安
全

を

犠
牲
に

し

て
､

動
的

安
全

を

保
護

す
る

こ

と
が

許
さ

れ

る

の

は
､

こ

の

帰
黄
性
の

存
在
の

た

め
で

あ

る
｡

持
帰
貴
性
の

中
核
は

､

人
の

自

己
の

行

為
に

対

す

る

貴
任
で

あ

る

の

で
､

帰
真
の

対

象
と

､

帰
貴
性
あ

る

者
の

行

動
又

は

行

動
範

囲

と
の

間
に

､

な

ん

ら
か

の

関
係
が

存
在
す
る

こ

と

が

必

要
で

あ

る
｡

又

帰

貴
性
は

､

帰
貴
可

能
性
を

前
提
と

す
る

の

で
､

一

般
に

認
め

ら
れ

て

い

る

よ

う
に

､

絶
対

的
強
制

､

無
権

代
理

､

署
名
の

偽
造

､

行

為

能
力
の

欠

妖
の

場

合
に

は
､

帰
責
任
は

認
め

ら
れ

な

い

こ

と
に

な
る

｡

こ

の

帰
貴
の

基
準
は

､

何
に

求
め

ら

れ

る

ぺ

き

な
の

か
｡

従

来

の

通

説
は

､

原
因
主

義
に

拠
っ

て

い

る

が
､

そ

れ

以

外
に

も
､

過

(

9
)

失

主
義

､

危
険
主

義
(

危
険
支

配
思

想
)

が

検
討
さ

れ

う
る

｡

過

失
主

義
は

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

を

規
定

す
る

実
定
法
に

照

ら

(

1 0
)

し

て

み

れ

ば
､

明

ら
か

に

適
合
し

な
い

｡

c
P

n
p

ユ
仏

は
､

原
因
主

義
ほ

､

信
頼
に

基
づ

く

損
害
の

原
因
を

与

え

た

者
に

､

責
任
を

負

(

1 1
)

わ

せ

る

に

外

な

ら

ず
､

そ

れ

は
､

純
粋
な

因
果

責
任
主

義
と

異
な

ら
な
い

､

と
い

う
こ

と

か

ら

出

発
し
て

､

原
因
主

義
を

香
定

す
る

｡

す
な

わ

ち
､

第
一

に
､

行
為
者
に

貴
を

帰
す
る

た

め

に

は
､

行
為

と

損
害
発
生

と
の

間
に

､

因
果

関
係
が

あ

る

だ

け
で

は

十

分
で

は

(

1 2
)

な

く
､

原
因
主

義
の

採

用
ほ

､

責
任
の

法

的
正

当

性
の

欠
如
を

生

ず
る

こ

と
に

な

る
､

と

す
る

｡

第
二

に
､

原
因
主

義
に

よ

り

な

が

一丁
▲

ら
､

意
識
と

い

う

要
素
に

､

決

定
的
な

効
力

を

認

め
る

こ

と

(

独

朗



一 橋論叢 第七 十
一 巻 第六 号 ( 5 2 )

民

法

第
九
三

二

条
と

第
九

三

五

条

第
一

項
の

区

別

は
､

意
識

的
に

物
を

手

放
し

た

か

ど

う
か

に

基
づ

く
)

は
､

総
て

の

要
素
が

､

そ

(

1 3
)

こ

で

ほ

同
一

の

価
値
を

有
す
べ

き

因
果

論
と

矛

盾
す
る

､

と

す
る

｡

か

く

し
て

､

c
p

ロ
P

ユ
∽

ほ
､

帰
貴
の

基
準
を

､

危
険
支

配
思
想

(

の
e
f

P

ど
リ

e

n

訂
訂
∃
m

O

F
ロ
ゴ
g

品
e

d

P

ロ
打
e
)

に

求

め

て

い

る
｡

そ

れ

に

よ

れ

ば
､

複
数
の

関
係
者
の

う

ち
で

､

全
く

危
険
を

有
力
に

(

1 4
)

支

配
す
る

暑
が

､

危
険
を

負
担
せ

ね

ば

な

ら
な
い

｡

こ

の

危
険
主

義
の

妥

当

性
の

有
無
は

､

レ

■
ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法
理

を

規
定

す
る

諸

実
定

法
の

検
討
に

よ
っ

て
､

は

じ
め

て

明

ら
か

に

さ

れ

う
る

問
題

で

あ
る

｡

′

危
険
主

義
を

と
れ

ば
､

L

手
形
の

交
付

契
約
欠

妖
に

あ
っ

て

は
､

作
成

者
は

､

.
手
形
上
に

表
示

を

な

す
こ

と
に

ょ

り
､

固
有
の

危
険

を

生

ぜ

し
め

た

が

故
に

､

又

は
､

作
成

者
は

､

そ

の

危
険
を

排
除

で

き
る

地

位
に

あ
っ

た

が

故
に

｢

貴
を

負
う
こ

と
に

な
る

｡

し
か

し
､

原
因
主

義
に

立
っ

て

も
､

た

と

え

ば
､

手
形
の

作
成

に

ょ

り
､

権
利
成

立
の

外

観
を

､

作
成
者
が

生

ぜ

し

め

た

場
合
に

､

手

形
法
に

ょ
っ

て
､

こ

の

作
成
が

責
任
を

生

ず
る

の

に

十

分
で

あ

る
､

と

さ

れ

て

い

る

の

で

あ
れ

ば
､

こ

の

作
成
が

責
任
に

と

り
､

法
的
因
果
関
係
に

あ

る

の

か

香
か

､

又
ど

の

よ

う
な

関
係
に

あ

る

(

1 5
)

の

か
､

■
は

重

要
で

は

な
い

｡

そ

し
て

､

後
述
の

よ

う
に

､

帰
真
の

有
無
に

と
っ

て

は
､

実
定

法
が

決
定
的

な
の

で

あ

り
､

原
因
主

義

朗

の

具

体

的
内

容
は

､

実
定
法
に

よ

り

確
定

さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

し

た

が

っ

て
､

そ

れ

を

原
因
主
義
と
し

て

表
現
す
る

こ

と
の

当

否
を

別

に

す

れ

ば
､

原
因
主

義
と

危
険
主
義
と
の

対

立

は
､

実
際
上
は

､

意
義
の

小

さ

い

も
の

で

あ

る
､

と

考
え

ら

れ

る
｡

㈹
手

形
法
に

お

い

て

は
､

不

利
益
を

蒙
る

者
の

帰

真
性
は

､

後

述
の

よ

う
に

､

原
則
的
に

､

手

形
上

に

署
名
を

な

す
こ

と
に

認

め

ら
れ

る
｡

帰
真
性
の

中

核
は

､

自
ら
の

行
為
に

対

す

る

責
任

で

あ

る

か

ら
､

こ

の

署
名
=

作
成
は

､

作
成

者
の

自
ら

の

意
思

に

基
づ

(

1 6
)

い

て

い

る

こ

と
が

必

要
で

あ
る

｡

し

か

し
､

こ

の

作
成
に

関

す

る

意
思
は

､

法
律
行

為
的
意
思
で

は

な

く
､

(

1 7
)

の

意
思
表
示
で

は

な
い

｡

し

た

が

っ

て
､

す
る

規
範
が

適
用
さ

れ

え

な
い

こ

と
は

､

作
成

行
為
は

､

民

法

上

民

法
の

意
思
表
示
に

関

(

1 8
)

明

ら
か

で

あ

る
｡

そ

れ

故
､

作
成

者
は

､

民

法

規
定
に

よ
っ

て
､

錯
誤

､

詐
欺

､

強
迫
に

基
づ

い

て
､

作
成

行
為
を

取

消
す
こ

と
は

で

き

な
い

｡

こ

の

結
果

は
､

手

形
法
の

国
内
民

法
か

ら
の

独

立

性
に

適
合
す
る

｡

前
述
の

よ

う
に

､

右
の

作
成
に

対

す
る

意
思
の

不

存
在
及

び

意
識
の

欠

映

ほ
､

責
任
を

排
除
す
る

の

で

あ

り
､

作
成

者
は

､

自
分
が

手

形
を

作
成

す

る

こ

と

を

知
っ

て

い

た

場
合

､

又

は

そ

れ

を

知
り

う
ぺ

か

(

1 9
)

(

2 0
)

り

し

場
合
に

の

み

貴
を

負
う

､

と

解
さ

れ

る
｡

以

上
の

よ

う
に

､



( 5 3 ) 手形 法 に お け る レ ヒ ツ シ ャ イ ン 法 理 に 関 す る若干 の 考察

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

洗
理

も
､

責
任
の

基
準

を
､

意
思
に

求
め

て

い

る

の

で

あ

る
｡

抽
以

上
に

検
討
し
て

き

た

諸

要
件
の

個
々

的
な

内
容
ほ

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

そ

れ

自
体

､

又
ほ

信
兢
主

義
そ

れ

自
体
か

ら
､

明

ら
か

に

さ

れ

う
る

も
の

で

は

な
い

｡

す

な

わ

ち
､

善
意

､

帰
貴

(

2 1
)

性
の

内
容
は

､

実
定
法
に

ょ

っ

て
､

確
定
さ

れ

る

も
の

で

あ

り
､

各
々

の

場
合
に

応
じ
て

異
な
っ

て

く
る

｡

と
り

わ

け
､

帰
貴
性
に

つ

い

て

は
､

そ

の

欠
け

る

場
合
も

存
在
す
る

の

で

あ

る
｡

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

の

保
護
の

鍵
度
は

､

実
際
的
問
題
で

あ
り

､

一

律
に

確

定

す
る

こ

と

ほ

で

き
な

い

の

で

あ

る
｡

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

は
､

外

観
へ

の

信

寂
の

保
護
の

認
め

ら
れ

る

各
々

の

法
の

根
拠
を
な

し
､

又
当

該
の

法
の

目

的
を

な

す

も
の

で

あ

り
､

そ

れ

ら
の

信

頼
保
護

(

2 2
)

の

内
容
を

限

界
付
け
る

も

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

各
々

の

事
例
か

ら

共
通

的
に

抽
出
さ

れ

る
､

各
々

の

事
象
を

総
括
し

､

体

系
化

す

る
､

上

位
の

規
範
と

し

て

の

価
値
を

有
す
る

｡

以
上

の

よ

う
に

解

す
る

こ

と

ほ
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
の

価
値
を

､

よ

り
一

層
高

(

2 3
)

め

る

こ

と
に

な
る

､

と

考
え

る
｡

(

1
)

喜
多

､

前

端
､

『

商
学

討
究
』

､

第
二

巷
第

三

号
､

三

九

九

頁
以

下
｡

(

2
)

喜
多

､

前

掲
､

四

〇
一

頁
､

加

藤
(

勝
)

､

前

掲
､

五

七

頁
｡

(

3
)

C

昌
平
ユ
払
.

9.
也

訂
→

キ

§
払

戻
計

蚤
§
q

ぎ

針
邑
宝

訂
さ

さ
l

旨
邑
ヽ

篭

ぎ
ー

宅
-

〉

S
.

い
.

そ

の

一

つ

の

現

象

形

態

が
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法

理
で

あ
る

に

す
ぎ

な
い

｡

(

4
)

C
P

n

p

ユ
払

)

P

P

〇
･

S
･

阜
･

(

5
)

C
P
ロ

p

ユ
払

､

P

p
･

〇
･

∽
･

竜
一

･

(

6
)

C
甲
ロ

P

ロ.

∽
-

P

P

〇
･

S
.

毛
-

･

(

7
)

｢
P

岩
ロ
N

-

ゝ

署
へ

ヨ
軋

莞
1

詳
叫

～

丸

設

計
邑
詮
訂
さ

ひ

学
篭

邑
Q

訂
芦

h

訂
Q

打
払

-

-

課
♪

甲

か

H
●

(

8
)

C
甲
ロ

a

ユ
払

〉

p
●

P

〇
･

S
･

£
山

･

当

事

者
は

､

帰
責
任
に

あ
っ

て

ほ
､

法
的

精
巣
の

発
生

を
､

少

な
く

と

も
､

自
ら
の

行

為
に

よ

り
､

潜
在
的
に

妨
げ

う
る

､

と
い

う
こ

と

を

保

証
さ

れ

て

い

る
｡

(

9
)

呂
已
-

e

?

守
旨
覧
F

:
､

河
戸
口

倉
e

b

串
ロ

g
e

n

ど
f

り

e

m
d
e

ロ

Ⅰ

苧

t

e

3
設
e

ロ

♂
0

【

e
-

n

F
人

√

㍉

訂
→

賢
笥

㍉

鼓
→

㌢

N
●

句
○
-

g
e

､

世
P

竜
一

S
●

N

¢

N

鞄
.

(

1 0
)

C
P
3

白
う
叫

♪

2

2

〇
･

∽
･

ミ
レ

声

(

1 1
)

原

因
主

義
は

､

行

為
と

損
害

発
生

と
の

間
に

因
果

関

係
が

あ
れ

ば
､

当

然

責
任
を

負
う

､

と

す
る

素

朴
な

考

え

方

に

立

つ

(

加

藤

(

こ

『

不

法

行

為

法
』

､

一

九
五

七

年
､

五

頁
以

下
､

石

本

『

ロ

ー

マ

法
と

ゲ
ル

マ

ン

法

-
不

法

行

為
法
』

､

一

九
五

九

年
､

五

〇

頁
以

下
)

｡

く
g

】
.

呂
e

篭
り

ー

b
P
h

ト
計
N

局
外

こ
巴
仇

､

S
･

N

-

声

(

1 2
)

F
P

3
ロ

♪

P

P

O
●

肋

P

I
一

々

d
→

i
･

(

1 3
)

更
に

C
P
ロ

p

H

訂

は
､

不

作

為

は
､

因
果
的
た

り

え

な

い

と

す

る
｡

こ

の

批

判
は

､

手

形
に

つ

き
､

帰
責
的

な

ら
ざ

る

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

3

イ
ン

の

放

置
に

対

し
て

､

帰

貴
性

を

認

め

る

J

琶
O

b
-

の

立

場
に

対

甜
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す
る

批
判
と

し

て
､

妥

当

し

よ

う

(

く
叩
r

駕
已
】

e

?
H
→

N

F
P

O

F
-

P

P
･

〇
･

∽
･

N

諾
･

A
ロ

芦
N

)
｡

(

1 4
)

冒

已
-

e

ワ
E
→

N

b
P
O

F

P

P

〇
.

S
.

N

記
.

(

1 5
)

く
叫
-

.

-

a
0

〇
一

貫
-

す

式
.

抑

-

○

㍗

(

1 6
)

同

説
､

甘
〔

〇
.

声

岩

｢
○
→

e

n
N

O

宅
○
∽

琵
∽

ノ

弓
叩

○

訂
e
-

→

e
〔

F
t

払
一

t

訂
○

ユ
e

へ
へ

ー

知

乳
化

訂

♪

-

芝
山

.

S
.

N

∞

-
山

呂
○
∽
∽

P
-

〔

訂

ヨ
訂
已
♪

n

+
だ
r

(

1 7
)

善
意
の

第
三

取

得
者
に

対
し
て

ほ
､

作

成

行

為
は

､

意
思
表

示

の

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

の

効

力
に

よ

り
､

意
思

表

示
と

同

じ

効
力

を

有

す
る

｡

し

か

し
､

作
成

行

為
が

意
思

表

示
で

は

な
い

､

と

い

う
こ

と

ほ
､

強

調
さ

れ

る

必

要
が

あ
る

｡

な
ぜ

な

ら
､

そ

の

結

果
と

し

て
､

民

法
の

意
思

表
示
に

関

す

る

規
定
が

､

全

く

通
用
さ

れ

え

な
い

か

ら

で

あ
る

｡

く
g
】

･

甘
0

0

卓
b
訂

†

讃
ミ
駕

P

官
等
Q

叫

ヨ

買
→

笥

註
Q

訂
3

哲
鼓
㌣

-

浬
叫

(

以

下
､

ヨ
U

と

略

す
る
)

S
.

N

諾

-
N

溜
.

(

1 8
)

〕

P

O

O

訂
-

-

や

ぶ
.

∽
.

-

O
N

♪

S
一

ロ
00

.

(

1 9
)

】

P
〔

O

b
i

-

司
如
.

抑

-

-

N
.

(

2 0
)

帰

貴
的

な

ら

ぎ

る

外

観
の

存
在
を

､

知
っ

て

い

て

放

置
す
る

場

合
に

は
､

そ
こ

に

作
成

者
の

新

た
な

帰
着
性

を

認

め
て

よ
い

｡

同

説
､

+

す

8
b
-

､

†

『

知
･

∽
一

-

-

ご

冒
0
∽

∽

P

こ
ー

ト
P

d

訂

E

賀
P

巴
○

ロ
e

O

P

m
b
-

P
一

ユ
P

｡

〉

-

ゴ

知
音
･

丸

巴

致
さ

Q

Q

芦
-

巴
○

【
-

p

品
･

山
-

N

2

詔
g
g
･

(

2 1
)

同

説
､

C
P

日

P

ユ
払

】

P

P

〇
･

S
●

苫
ご

甘
0

0
b

r

†

サ

声
S

.

志
-

S
.

-

○

㍗

(

2 2
)

く

早

甘
c

O

ぎ
ー

ヨ
叫

･

S
･

岩
ひ

ー

S
●

岩

戸

甘
g
豆

-

に

よ

れ

ば
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

は
､

法
の

規

定
が

及

ぶ

限

り

に

お

い

て

及

ぶ
､

騨

力

世
の

あ

る

概

念
で

あ

る

(
〉

セ
e

亡
e

A
日

印

ユ
鞘
e

払

云
竹

丘
e

河
2

0

E
∽

岩

訂
-

已

訂
○

ユ
2

叫

m

弓
e

ユ

官
廿
-

e

∃
e

O

ど
へ
へ

】

～

如
拙

､

監
･

9 ぜ

運
S

･

ミ

β

(

2 3
)

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法

理

は
､

具

体

的

な

利
害
の

対
立

を
､

衡
平

に

か

な
っ

て

調

節
で

き

る

も
の

な
の

で

あ

る
｡

甘
0

0

E

の

主

張
す

る

よ

う
に

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

的

考

え

方
の

長

所
ほ

､

ま

さ

に

そ

の

弾
力

的

可

動
性
に

あ

り
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法
理

ほ
､

利
益

法

学

と

調

和

す
る

も
の

な
の

で

あ

る

(

N

吐
出

､

遥
S

.

h
､

∽
一

β
｡

三

H
前
述
し

た

よ

う

に
､

手

形

上
へ

の

表
示
は

､

全
く

意
思

表
示

的
な

表
示
で

は

な

く
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
に

基
づ

く
､

そ

の

表
示
に

対

す
る

責
任
は

､

全
く

法
律
行

為
的

意
思

に

基
づ

く

も
の

(

1
)

で

ほ

な
い

｡

こ

の

責
任
は

､

法
に

よ

っ

て

生

ず
る

も
の

と
い

え
る

｡

署
名
だ

け

に

よ
っ

て
､

手
形

債
務
が

生

じ

う

る
､

と

す
る

こ

と
は

､

国

内
民

法

体

系
の

意
思

表
示

､

法

律
行

為
に

関
す
る

規
定

及
び

理

論
か

ら
の

手

形

法
の

独
立

を
､

そ

の

点
に

関
し
て

可

能
に

し
､

統

(

2
)

一

手
形
法
を

出
発
点

と
し

た

理

論
と

し
て

､

支

持
し
た

い
｡

法
律
行
為
に

基
づ

く

責
任
の

根
拠
を

な

し
て

い

る

の

は
､

私

的

自

治
の

原
則
で

あ

る
｡

私

的

自
治
の

具
体

化
の

手

段
と
し

て

の

機

能
を

有
す
る

法
律
行
為
の

本
質
は

､

当

事
者
が

､

自
ら

法
的
効
果

を

生

ぜ

し

め

う
る

点
に

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

そ

の

場
合
に

は
､
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信
頼
は

全

く

関
与
し

な
い

｡

法
律
行

為
が

､

意
思
表
示
の

畷
庇
に

よ

り
､

効
力
発
生

を

妨
げ
ら

れ
､

私

的

自
治
の

原
則
が

働
か

な

い

場
合
に

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
は

､

法

律
行

為
論
と

は

全

く

無

関
係
に

､

信

頼
保
護
を

達
成
し

ょ

う

と
す

る

も
の

な
の

で

あ

る
｡

私

的
自
治
の

原
則
と

矛
盾
す
る

制
度
は

､

成
文

法
及

び

慣
習

法

中
に

存
在
し

､

私
的
自
治
の

原
則
は

､

広
義
の

法
に

よ

っ

て

排
除

さ

れ

う
る

も

の

だ

か

ら
､

そ

れ

は
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

を

排

除
す
る

も
の

で

は

な
い

｡

法

秩
序
が

､

人
が

自
由
に

自
ら
の

法
律

関
係
を

規
律
で

き

る
､

と
い

う
こ

と

を

認

め
て

い

る

場
合
に

､

そ

の

人
の

行
為
は

､

当

然
他
人

の

法
領
域
へ

影
響
を

及

ぼ

す
こ

と

に

な

る

か

ら
､

他

人
に

と

り

高
度
の

危
険
が

発
生

し

う

る
｡

こ

の

危

(

3
)

険
へ

の

配
慮
を

､

信
蔵
主

義
は

主
張
す
る

の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

法
律
行

為
論
に

よ
っ

て

は
､

そ

の

危
険
に

対

す
る

保
護
が

実

現
さ

れ

な
い

場
合
に

､

信
顧
主
義
は

､

私

的
自
治
を

補
完
す
る

機

(

4
)

能
を

有
し
て

い

る

こ

と
に

な

る
｡

肖

甘
0

0

ど

の

よ

う
に

契
約
説
を

と

れ

ば
､

手
形
債
務
は

夷
約

に

よ

っ

て

生

じ
､

第
三

者
も

､

契
約
に

基
づ

く

権
利
を

取

得
す
る

の

が

原
則
で

あ
っ

て
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

は
､

例
外

的
に

の

み
､

第
三

取

得
者
の

た

め
に

働
く
こ

と
に

な

る
｡

し

た

が
っ

て
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

の

特
色

は
､

手
形
債
務
の

発
生

を
､

二

つ

の

原
因

､

す

な
わ

ち
､

意
思
と

法

と

に

基
づ

か

せ

る
､

と
い

う

点

(

5
)

(

6
)

に

あ

る
､

と

言

え

る
｡

手

形
債
務
が

､

二

つ

の

発
生

原

因
-
署
名

者
の

意
思

及

び

法
-

に

基
づ

く
､

と

す
る

見
解
ほ

､

創
造
説
の

よ

う
に

､

唯
一

の

原
因

に

基
づ

か

せ

る

理

論
と

比

較
し
て

､

簡
明

性
に

お

い

て

は

劣
る

に

し
て

も
､

現

実
に

ょ

り
一

層
適
合
し

､

か

つ

不

安
な

意
思
の

擬

制

を

避
け

う
る

も
の

で

あ

る
､

と

言
わ

ね

ば

な

ら
な

い
｡

創
造

説
は

､

証

券
の

作
成

中
に

意
思
表
示

を

認
め
る

も
の

で

あ
っ

て
､

手
形
作

成

を
一

方

的
債
務
負
担
行
為
と
す

る
｡

す

な

わ

ち
､

そ

れ

は
､

法

律
行

為
論
の

修
正

論
と
し

て

の

意
義
を

も

つ
｡

結
局
こ

の

理

論
は

､

我
々

を

再
び

､

法
律
行
為
及

び

意
思

表
示
に

関
す
る

､

国
内

法

体

系
の

諸
理

論
に

導
く
こ

と
に

な

り
､

統
一

法
の

理

念
と

は

全

く

矛

(

7
)

盾
す
る

こ

と
に

な

る
｡

し

た

が
っ

て
､

統
一

手
形
法
に

お

い

て
､

創
造

説
を

認
容
す
る

こ

と

は
､

困

難
で

あ

る

と

考
え

る
｡

(

l
)

写
)

S

∽

p

…
く
○
-

○

已
㌢

e

巴
｡

E
P

旨
N
-

｡

n
e

諾
ご
P

O

r

e

P

巴
O

n
e

n
b
】

-

P

C

p

ヨ

正
巳
e

｡

こ
n

無
声

計
～

已
→
.

昌

芦
-

巴
○

Ⅰ
)

せ
P

g
･

N

h
･

(

2
)

C
f

→
･

呂
○
∽

払

P
､

q

打

き
ひ
軋

已
♪

P

-

芦

(

3
)

こ

の

場
合
に

､

こ

の

危
険
と

､

自
己
の

法

律

関

係
を

自
ら

自

由

に

規
律
し

う
る

､

と
い

う
こ

と
の

調

和
を

可

能
に

す

る

の

が
､

帰

貴

性
で

あ

る

(

前
述
)

｡

(

4
)

C
早
ロ

p

ユ
∽

､

P

p
･

〇
･

∽
･

玉
〇
･

β95
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(

5
)

ロ
p

E
ロ

ー

勺
Q
→

邑
屯

ヨ

3
訂

軋

ま

軋

言
叫

恥

旨
ヨ
訂
已
言

已
訂

ヨ

§
軋

-

-

¢
h

心
.

ロ
｡

-

設
.

(

6
)

こ

こ

で

言

う

｢

法
+

と

ほ
､

実

定

法

を

さ

す
｡

し

す
0

0
b
汁

知
串
ひ

乳
叫

♪

-

や
ぃ

い
.

∽
.

N

∞

い
ぃ

g
O

詮
P

-

〔

打
ヨ
g
已
Q
-

ロ
.

-

リ
N

.

し
か

し
､

呂
○
∽

岩

は
1

後
述
す
る

よ

う
に

､

結
局

､

債
務
の

発
生

原

因
を

､

法

と
い

う

唯
一

の

原

因
に

の

み

求

め

て

い

る
｡

(

7
)

同

説
､

呂
○
∽

払

P
-

(
打
､
3
ひ
叫

已
Q

)

n
.

-

a
●

H
-

P
0

0

オ
ー

に

あ
っ

て

は
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法
理

は
､

契
約

説
と

結
合
さ

れ

て

い

る

が
､

そ

れ

は

必

然
的
な

も

の

で

は

な
い

｡

呂
○

沃
野

は
､

創
造

説
的

理

論
に

外

観
法
理

を

結

び

付

け

て
､

独

(

1
)

特
の

理

論
を

形
成

し

て

い

る
｡

以

下
に

､

E
O
∽

岩

の

理

論
の

大

要

を

述
べ

る
｡

肖

冒
○
∽
S

P

は
､

統
一

手

形
法
に

基
づ

く
､

国

内

法
の

法
律
行

為
体

系
に

阻

害
さ

れ

る

こ

と
の

な
い

理

論
を

､

提
示

す
る

こ

と
の

(

2
)

必

要
を

説
く

｡

彼
は

そ

れ

を
､

署
名

だ

け
に

よ

る

債
務

負
担
に

見

出
し
て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

手

形
流
通
の

安
全
ほ

､

署
名
と

意
思

(

3
)

表
示

と
の

同
一

視
に

よ

っ

て

こ

そ
､

最
も

達
成
さ

れ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

債
務
の

成

立
の

基
準

は
､

署
名
に

よ

る

手
形
の

作
成
に

あ

る

の

で

あ

る
｡

そ

の

際
に
+

意
思
が

全

く

欠

け
て

い

て

は

な

ら
な

(

4
)

い

が
､

証

券
を

作
成

す
る

と

い

う

意
思
以

外
の

意
思

は
､

要
求
さ

緋

れ

な
い

｡

こ

の

署
名

(

作
成
)

中
に

は
､

通

常
の

意
味
で

の

意
思

表
示

は

存
在
せ

ず
､

そ

れ

は
､

一

般
人

に

向

け

ら

れ

た

る

表
示
で

(

5
)

あ

り
､

錯
誤

､

詐
欺

､

強
迫
に

よ

り

取

消
さ

れ

え

な
い

｡

こ

れ

ら

(

6
)

の

事
由
ほ

､

原
則
的
に

人

的

抗
弁
に

止
ま

る
｡

手
形
の

作
成
は

､

第
三

者
が

そ

れ

に

信
頼
す

る
､

と
い

う

危
険

(

7
)

を

生

じ
､

善
意
者
は

保
護
さ

れ

ね

ば

な

ら
な
い

｡

手

形
の

作
成
に

よ

り
､

決
定

的

な

法
外

観
を

惹
起
し

た

者
は

､

善
意
の

信
頼
者
の

た

め

に
､

危
険
を

負
担
せ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

債
務
は

法
か

ら

生

ず
る

の

で

あ
り

､

法
の

意
思
は

私
人
の

意
思

に

優
越
す

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

債
務
は

､

一

般
人
に

対

す
る

債
務

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

作
成
に

ょ

っ

て
､

法
に

よ

り

債
務
が

生

ず
る

の

だ

が
､

こ

の

法

規
範
の

根
拠
は

､

自
己

の

行
為
に

よ

り

惹

起
さ

れ

た

法
外

観
と

､

信

顧
な
の

で

あ

る
｡

作
成
す
る

と
い

う
意
思

自
体
が

欠

け
て

い

る

場
合
に

ほ
､

当

然
､

債
務
ほ

成

立
し

な
い

｡

し

た

が
っ

て
､

肉
体

的
強
制
に

ょ

る

署
名

､

催
眠

状
態
に

お

け

る

署
名
の

場
合
に

は
､

作
成

者
は

債
務
を

負
わ

な

い
｡

し

か

し
､

こ

の

場
合
に

も

外

観
は

存
在
し

､

信
厳
に

し

た

が

っ

て

手
形
が

流
通
す

る
､

と
い

う

危
険
の

発
生

が

考
え

ら
れ

る
｡

こ

の

場
合
に

､

一

般
人
の

利
益

は
､

署
名

者
個
人
の

利
益
よ

り
も
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保
護
さ

れ

る

ぺ

き
で

あ

り
､

署
名

者
は

､

生

じ

た

る

損
害
の

填
補

(

8
)

の

範
囲
内
で

貴
を

負
う
ぺ

き

で

あ

る
｡

署
名

者
は

､

こ

の

結
果
を

避
け
る

た

め

に

は
､

一

般
人
に

対

す
る

通

告

(

P

∃
1

-

∽

○

)

を
な

さ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

こ

れ

ら
の

場
合
に

､

知
っ

て

い

て
､

債
務
の

不

存
在
を

主

張
す
べ

き

適
当
な

期
間
を

過
ぎ

て

も

沈
黙
し
て

い

る

こ

と
は

､

外

観
及
び

信

顧
を

生

じ

る

の

で

あ
っ

て
､

署
名

者
は

､

外

観
を

排
除
し

な
か

っ

た

と
い

う

危
険
を

､

負
担
す
べ

き

な

の

で

あ

(

9
)

る
｡

こ

の

法
に

よ

る

債
務
は

､

一

般
人

に

対

す
る

絶
対

的
鬼

債
務
な

の

で

あ
っ

て
､

署
名
の

完
成
に

ょ

り

効

力
が

生

ず
る

｡

名

宛
人

■
(

債
権
者
)

の

未
定

は
､

こ

の

債
権
の

発
生
に

と

り
､

全

く

意
義

を

有
し

て

い

な
い

｡

こ

の

手

形
が

作
成

者
の

手

中
に

あ

る

間
ほ

､

(

1 0
)

彼
は

自
己

自
身
に

対

す
る

債
務
者
で

あ

る
｡

更
に

､

手
形
の

発
行
が

契
約
に

よ

り

な
さ

れ

る

通

常
的
場
合

､

そ

れ

は
､

署
名
の

承
認
を

意
味

す
る

に

す

ぎ

な
い

｡

す

な

わ

ち
､

そ

れ

は
､

署
名
を

な

し
た

と
い

う

事
実

､

債
務
が

そ

れ

と

共
に

生

ず
る

と
い

う
内
容
の

表
示

､

及

び

そ

の

表
示
の

伝
達
を

､

両

当

事

者
が

了

知
す
る

こ

と

を

意
味
す
る

に

す

ぎ

な
い

｡

そ

し

て
､

任
意

に

署

名
が

な

さ

れ

た

と
い

う
こ

と
=

署
名
の

承
認
に

､

法
は

債
務

(

1 1
)

を

負
わ

せ

て

い

る
｡

し

た

が

っ

て
､

こ

の

場
合
に

も
､

債
務
ほ

法

に

よ

り
生

ず
る

の

で

あ

り
､

呂
O
S

S

P

ほ
､

放
て

の

場
合
に

､

法
に

よ

り

債
務
が

生

ず
る

､

上

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

以

上
の

冒
詮
p

の

理

論
を

ま

と

め
る

と
､

次
の

よ

う
で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

冒
払

∽

p

は
､

作
成
が

意
識
的
に

な
さ

れ

る

場
合
に

ほ
､

作
成
に

法

が

債
務
を

結
び

付
け

て

い

る
､

と

し
て

い

る
｡

こ

の

根

拠
こ

そ
､

外

観
法
理
で

あ
る

｡

こ

の

作
成
の

意
識
が

欠

け
る

場
合

(

1 2
)

に

は
､

ま

さ

に

外

観
法
理

が

働
く
の

で

あ

る
｡

⇔
以

上
に

み

た

写
口

琴
p

の

見

解
を

､

l

p
｡

｡

E

の

見
解
と

対

比

し

て

考

察
す
る

こ

と

は
､

本

論
文
の

目

的
に

と
り

有
益
で

あ

ろ

う
｡

呂
○

琵
P

の

理

論
は

､

l

p
c

O

E

の

理

論
と

､

実
際
上

多
く
の

点

で

(

ュ3
)

一

致

し
､

あ

ま

り

相
違
し
て

は

い

な
い

､

と

言

え

る
｡

両

者
の

見

解
の

大
き

な

相

違
点

は
､

甘
0

0

E

が
､

通

常
は

､

手
形

債

務

は

契
約
に

よ

っ

て

生

じ
､

例
外

的

に
､

作
成
だ

け
に

ょ

っ

て

債
務
が

生

じ

う
る

､

と
し

て

い

る

の

に

対

し

て
､

告
○

設
p

が
､

通

常
､

手

形
債
務
ほ

手

形
の

作
成
=

署
名
だ

け

に

ょ
っ

て

成
立

す

る
､

と

し

て

い

る

こ

と

に

あ

る
｡

呂
○
払

旨

が
､

全

く

特
殊
的
な

債
務
負
担
原
因

を

認

め

て

い

る

こ

と
に

対
し

て
､

l

P
0

0

E

は

批

判
し

て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

外

観
法
理

を

と
る

以

上
､

更
に

､

契
約
を

否
定

し
て

､

こ

の

よ

う
な

(

1 4
)

7

債
務
負
担
原

因
を

認
め

る

必

要

が

あ

る

の

か
､

と
｡

し

か

し
､

甜
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旨
○
∽

旨

が
､

作
成
に

債
務
を

結
び

付

け
て

い

る

こ

と
は

､

明

ら

か

に
､

統
一

手

形

法
を

国

内

民

法
か

ら

分

離
さ

せ

る

に

は

有
益

で

あ

る
｡

契
約
説
に

拠
る

1

書
b
I

の

見
解

は
､

こ

の

意
味
で

不

徹
底

(

1 5
)

な

も
の

で

あ

る

こ

と
は

香

定
で

き

な
い

｡

し
か

し
､

牢
○

詮
P

の

理

論
に

対

す
る

､

意
思

表
示
の

要
素
総
て

が

完
全
で

あ

る

と

き

に

も
､

債
務
の

基

礎
を

外

観
に

求
め
る

と
い

う
こ

と

は

独

断
的
で

あ
る

､

(

1 6
)

と

す

る

批
判
は

､

正

当
で

あ

ろ

う
｡

な

ぜ

な

ら
､

岩
○

詮
p

の

よ

う

に
､

契
約
に

よ

っ

て
､

手

形
が

振

出
さ

れ

る

場
合
に

も
､

振
出
人

の

完
全
な

意
思

表
示

を

無

視
す
る

見
解
は

､

支
持
し

が

た
い

と

思

た

れ

る

か

ら

で

あ
る

｡

こ

の

点
に

お

い

て
､

統
一

手

形
法
の

理

念

の

限

界
を

見

出
さ

ず
に

は

い

ら
れ

な
い

｡

(

1
)

ぎ
s

∽

P

ほ
､

人

的

抗
弁
の

制
限

及
び

無

権
利

着

か

ら

の

権

利

の

取

得
の

根
拠

も

又
､

外

観

保

護
に

求

め

て

い

る

(

(

呂
○
∽

琵
-

〔

打

ヨ
訂
已
♪

2

会
ぃ

e

盆
占

｡

(

2
)

I

E
d

.

P
-

a
.

(

3
)

I

b

芦
P
-

琵
.

(

4
)

l

E
d

.

3
.

-

諾
.

(

5
)

I

b
i

d
.

P

-

竺
.

債
務
の

確

認

を

生

ず
る

こ

と

に

な

り
､

(

7
)

巳
○
∽
∽

ヂ

q
臣

ヨ
訂
已

♪

P
-

竺
一

(

8
)

呂
○

∽
S

P
-

ゎ

ぎ
軋

乳

礼
一
ぎ
へ

Q

ヨ
r

(

9
)

I

E
㌢

p
出

向
●

ヒ
N

e

琵
g

甲

(

1 0
)

呂
○
∽
S

p
.

〔

打

∋
g
已
♪

P

-

謀
r

(

1 1
)

}

J

己
.

n
.

-

N

叫

e

-

詔
.

任
を

避
け

う

る
｡

そ
れ

が

適
時
に

な

さ

れ

な
い

場

合
に

は
､

沈
黙
は

､

卯月
U

強

迫

は

対

抗

し

え

な

く

な
る

｡

-

巴
C

-
-

匂

P

甲

旨
¢

1
山

ご
.

(

1 2
)

甘
0

0

宰

知
乳
乳
り

N
一

-

空
い

.

∽
.

N

諾
.

(

1 3
)

甘
0

0

b
小

自

身
も

､

そ

れ
を

認

め
て

い

る
｡

知

&
乳

品
-

諾
い

ー

∽
一

N

∞

叩

(

14
(

1 5
(

1 6

†

ヨ
叫

.

S
.

-

0
〇
.

C
f

l
･

呂
○
∽

∽

P
､

〔
打

ヨ
ひ
叫

已
♪

P

-

a
.

勺
e

コ
ユ

㍉

琵
Q

㌻

無

電

乱

誉
こ
ま
い

〉

p

P

甲

か

汁

(

6
)

冒
○

∽

旨
-

ね

芦

計
h

缶
→
.

g

声
ー

巴
○

Ⅰ
-

p
P

甲

山

-

¢

-
山

N

N
.

詐
欺

､

錯

誤
の

場
合
に

は
､

作
成

行

為
は

任

意

的

だ

が
､

そ
れ

に

反

し
て

､

精
神

的

強

迫
の

場
合
に

は
､

有
効

な

任

意
の

意
思
は

欠

け
て

ぉ

り
､

作
成

者
ほ

､

一

殿
人
に

対

す

る

通

告

(

後

述
)

に

よ

り
､

貴

H
レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
は

､

前
述
し

た

よ

う
に

､

捻

括

的
な

上

位

規
範
で

あ
る

に

す

ぎ

ず
､

実
定

法
を

離
れ

て

は
､

そ

の

正

当

性

(

1
)

及

び

そ

の

存
在
性
を

主

張
で

き

な
い

｡

更
に

､

統
一

法
の

理

念
は

､

(

2
)

統
一

手

形
法
を

出
発
点

と

し

た

理

論
を

要
求
す
る

｡

し

た

が

っ

て
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

が
､

統
一

手

形

法
に

お

い

て
､

そ

の

妥

当

性
を

認

容
さ

れ

る

た

め
に

は
､

統
一

手

形

法
自
体
に

お

い

て
､

確

定

さ

れ

る

こ

と
が

必

要
な

の

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

ま

ず
第

一

に
､



( 5 9 ) 手 形法 に お け る レ ヒ ツ シ ャ イ ン 法 理 に 関 す る 若干 の 考察

統
一

手

形
法
の

法
規
範
中
に

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
を

､

そ

の

根
拠
と

し
て

い

る

も

の

が
､

存
在
す

る

こ

と
が

示
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

し
か

し
､

こ

の

よ

う
な

規
定
の

存
在
は

､

甘
8
b
i

以

後
､

一

般
に

認
め

ら
れ

て

い

る
｡

肖
統

一

手

形
法
に

お

い

て
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
が

､

そ

の

根
拠
を

な

し

て

い

る

規

定

と

し
て

は
､

第
一

〇

条
､

第
一

六

条
第

二

項
､

第
一

七

条
､

第
四

〇

条
第
三

項
が

あ

げ

ら
れ

る
｡

こ

れ

ら
の

諸

規

定
は

､

二

つ

の

グ

ル

ー

プ

に

分

け

ら
れ

る
｡

第

一

の

グ

ル

ー

プ

は
､

不

利
益

を

蒙
る

著
の

帰
真
性
が

要
求
さ

れ

る
､

通

常
的
な
レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

が

妥
当

す
る

､

第
一

〇

条
､

第

一

七

条
で

あ

る
｡

第
一

〇

条
に

あ
っ

て

は
､

振
出
人

は
､

白
地

補

充
濫
用
の

可

能
性
を

生

ぜ

し

め
た

が

故
に

､

貴
を

負
う

｡

第
一

七

条
に

あ

っ

て

は
､

流
通

を

予

定
さ

れ

て

い

る

証

券
を

作
成
し

た

た

め
に

､

帰
貴
的
な

の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

こ

の

二

つ

の

規
定

の

根
拠
は

､

善
意
第
三

者
の

保
護
に

よ

り

不

利
益

を

蒙
る

者
が

帰

貴
的
に

惹
起

し
た

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

に

対

す

る

信

頼
に

あ

る
｡

そ

れ

に

反

し
て

､

第
一

六

条
第
二

項
､

第
四

〇

条
第
三

項
に

あ

(

3
)

っ

て

は
､

全
く

帰
責
性
は

､

要
求
さ

れ

て

い

な
い

｡

す

な

わ

ち
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

へ

の

善
意
の

信
頼
だ

け
が

､

保
護
の

根
拠
と

な

っ

て

い

る
｡

こ

れ

は
､

所

謂

詔
-

ロ
e

河
e

O

F
t

篭
O

F
e
i

ロ
七

ユ
ロ
N

首

の

妥

当

す
る

場
合
で

あ
る

｡

こ

れ

は

例
外

的
な

も

の

で

あ

る

が
､

し

か

し
､

こ

の

場
合
も
レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法

理
の

一

場
合
を

形
成
し

て

い

る
｡

こ

こ

で
､

帰
貴
性
の

要
求
さ

れ

な
い

理

由
が

､

明

ら
か

に

さ

れ

ね

ば

な

ら
な

い
｡

こ

の

よ

う
な

例
は

､

同
じ

く
レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
に

根

拠
付

け

ら
れ

る
､

動

産
の

即
時
取

得
に

見
出
さ

れ

る
｡

帰
貴
性
あ

る

と

き
に

の

み
､

即
時
取

得
を

認
め
る

の

が

原
則
で

あ

る

が

(

日

民

法

第
一

九
二

条
､

第
一

九
三

条
)

､

有
価
証

券
の

即
時

取

得
に

つ

い

て

は
､

帰
貴
性
が

要
件
と

さ

れ

て

い

な
い

(

日

商
法
第
五

一

九

条
､

小

切

手
法

第
二

一

条
)

｡

こ

の

よ

う

な

相
違
の

理

由
は

､

後

者
の

高
度
の

流
通

性
の

必

要
に

求
め

ら
れ

て

い

る
｡

帰
貴
性
の

不

必

要
の

理

由
ほ

､

画
一

的
に

は

確
定
さ

れ

え

ず
､

さ

ま

ざ
ま

な

も

の

で

あ
っ

て
､

当

該
の

法
制
度
自
体
の

目

的
と
か

(

4
)

か

わ
っ

て

い

る
｡

手
形
法
第

一

六

条

第
二

項
に

あ
っ

て

は
､

手
形

の

高
度
の

流
通

性
と

､

高
度
の

資
格
要
件

(

裏
書
の

連
続
)

に
､

(

5
)

そ

の

理

由
を

求
め

え

よ

う
が

､

し

か

し
､

結
局

､

帰
貴
性
の

必

要

(

6
)

の

有
無
に

と

り

決
定

的

な
の

は
､

法
の

規
定
な

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
の

弾
力

的

可

動
性
が

､

明

ら
か

に

示

さ

れ

て

い

る
｡

一リ
U

(

l
)

同

説
､

甘
0

0

耳
N
一

誌
､

運
∽
･

♪

∽
･

い

∴

H
e

ロ

ユ
O

F
∽

-

b
実

印
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幹

ぎ
諒

恕
払

屯

貞

ミ
軒

g

訂
笥
さ

一

言
Q

訂
乳

笥
や

完
→

訂
→
わ

芦

莞
計

乳
向

き

乳
芦

訂
叫

叶

訂
Q

訂
さ

†

冒
Q

訂
乳
q

琵
乳
Q

軋
Q

→

q
缶
→

さ
→

-

ふ
ヱ
→
九

す
Q

ぎ

邑
笥

訂
旨
さ

計
言
→

由

等
ま
Q

訂
軋

Q

打
者

§
屯

乱

写

知
琶
監
詮

邑
弓
訂
監
ま

芦
q

き

計
芦

一

ぶ
→

耳
白

屯

顎
訂
邑
§

.

-

宗
N

､

仏
.

N

O

P

′

(

2
)

l

p

g
b
-

は
､

統
一

手

形
法

成

立

以

前
に

は

(

一

や

づ
)

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法

理
の

大
き

な

依
り

所
を

､

独

民

法

第

七

九

四

条
に

見

出

し

て

い

た
(

く
g

】
.

N
地
軸

-

¢

¢
●

00
●

β

が
､

し

か

し
､

寸
¶

表

で

は
､

こ

の

よ

う

な

態

度

を
､

全

く

放
棄
し

て

い

る
｡

こ

の

よ

う

な

国

内

法

か

ら
の

根

拠
付

け

は
､

統
一

手

形
法
の

導
入

後
は

､

そ
の

固
有
の

解

釈
原

則
に

反

し
､

当

然

香
足
さ

れ

る

ぺ

き

で

あ

る
｡

(

3
)

権

利
の

保

存
に

つ

い

て

の

法

的

注
意
義

務

違

反

を
､

こ

の

場
合

に

認

め

る

こ

と
に

対

し
て

は
､

そ

の

よ

う
な

注
意
義
務
の

存

在
に

つ

い

て
､

,
疑
問
が

あ

る
｡

(

4
)

J

2
U

O

b
-

-

N
払
出
●

盟
Y

.

∽
●

斗
.

参
照

､

喜
多
｢

外
観

優
越
の

民

法

的

構
成

と

商
法

的

構
成

1
い

わ

ゆ
る

｢

善
意

取
得
+

の

法

理

を

め

ぐ

ゥ

て

-
+

『

小

樽
商
大

五

〇

周

年
記

念
論
文

集
』

､

一

九
六

一

年
､

四

五
一

頁
以

下
､

な

お
､

参
照

､

喜
多

､

前

掲
､

『

現
代

法

学
の

諸

問

題
』

､

七

八

頁
｡

(

5
)

H
e

ロ

コ.

〇

ど
､

P

P

O
●

S
-

記
･

(

6
)

く
的

-
●

J

覧
O

E
】

N
加

担
¢

¢
･

S
･

■h
･

六

H
五

に

お

い

て
､

手

形
法
上

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
を

根
拠

と

し

た

規

定
の

存
在
す
る

こ

と
が

､

確
認

さ

れ

た

が
､

手
形

法
に

御

お

け
る

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
の

最
も

重

要
な

適
用

事
例
は

､

交

付

(

契
約
)

欠

妖
の

場
合
で

あ

る
｡

手
形
債
務
の

成
立

に

は
､

通

常
は

､

契
約
が

必

要
で

あ

る

と

す
れ

ば
､

債
務
者
は

､

こ

の

交
付

契
約
欠

映
の

抗
弁
を

､

手
形
債
務
の

成
立

自
体

に

か

か

わ

る

も
の

と
し

て
､

本

来
的
に

は
､

総
て

の

所
持
人

に

対

抗
で

き

る

は

ず
で

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

の

湯
合
の

関
係
者
の

利
害
の

衡
量
は

､

帰

貴

的
に

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

を

惹
起
し
た

作
成

者
は

､

善
意
の

第
三

取

得
者
に

対

し

て

貴
を

負
う
ぺ

き
で

あ

る
､

と
い

う
こ

と

を

要
求

す

る
｡

､
そ

う
で

な

け

れ

ば
､

手
形
の

流
通
ほ

､

保
護
さ

れ

え

な
い

か

(

1
)

ら
で

あ

る
｡

一
こ

の

契
約
な

し

に

貴
を

負
う

､

と
い

う

法
原
則
の

根
拠
こ

そ
､

探
求
さ

れ

ね

ば

な

ら

ず
､

又

そ

れ

は
､

統
一

手

形

法
中
に

基
礎
付

け

ら
れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

通

常
､

作
成
さ

れ

た

手

形
は

､

契
約
に

ょ

っ

て

流
通
に

お

か

れ

る

の

で

あ
る

か

ら
､

振
出
人

以

外
の

者
の

手

中
に

あ

る

手
形
は

､

有
効
に

振
出
人
が

手

形
債
務
を

負
っ

た
､

と
い

う

蓋

然
性
を

示
す

｡

こ

の

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

に
､

第
三

取

得

者
が

信
顧
し

う
る

こ

と
こ

そ
､

手
形
の

流
通
を

促
進
す
る

も

の

で

あ

る

か

ら
､

l

p
O

O

E

が

正

当
に

主

張
す
る

よ

う
に

､

こ

の

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

に

応
じ
て

､

振

出
人

は
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

の

成
立
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(

2
)

に

帰
貴
的
で

あ

る

限
り

は
､

貴
を

負
う
べ

き
で

あ
る

｡

そ

し

て
､

こ

の

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

は
､

振
出
人
の

証

券

作
成
に

基
づ

い

て

生

ず
る

の

で

あ
る

か

ら
､

振
出
人
の

作
成
に

お

い

て
､

既
に

し

て
､

帰
貴
性
を

認

め
る

べ

き
で

あ
る

｡

し

た

が
っ

て
､
√

こ

の

場
合
に

は
､

(

3
)

原
則
的
な
レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
が

､

適
切

な

解

決
を

与

え

る
｡

し

か

し
､

こ

の

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法

理
か

ら

直
ち
に

､

法
的

結
果

を

引
き

出
す
こ

と

は
､

不

当
で

あ
る

｡

な
ぜ

な

ら
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
は

､

既
に

述
べ

た

よ

う
に

､

実
定

法
に

依
拠
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

は

じ

め

て
､

具
体

的
な

事
例
に

お

い

て
､

効
力
を

も

つ

に

至
る

､

前
述
し
た

意
味
で

の

絵

括
的
な

上

位
規
範
だ

か

ら
で

あ

る
｡

肖
こ

の

場
合
の

解

答
を

､

.
手
形
法
上
に

基
礎
付

け

る

た

め
に

は
､

ま

ず
､

第
三

取

得
者
の

た

め
の

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

を

規
定

す

る
一

般
的

規
定
の

､

第
一

六

条
第
二

項
､

第
一

七

条
が

､

交
付

契
約

欠

妖
の

抗
弁
に

適
用
さ

れ

る

の

か

ど

う
か

､

を

検
討
す
る

必

要
が

あ

(

4
)

る
｡

第
一

六

条
第
二

項
は

､

権
利
が

存
在
す
る

と

き
に

､

誰
に

そ

の

権
利
が

帰
属
す
べ

き
か

､

を

規
定

す
る

｡

他

方
､

第
一

七

条
は

､

取

得
し

た

手

形
上
の

権
利
が

､

成

立
す

る

か
､

及

び

ど
の

範
囲
で

(

5
)

成

立

す
る

か

を

規
定

す
る

｡

第

〓
ハ

条
第
二

項
は

､

手
形

債
務
の

成

立
に

関
す
る

問
題
に

つ

い

て

は
､

何
事
も

規
定

し

な
か

っ

た

の

(

6
)

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

債
務
の

其
の

成

立
を

前
提
と

し
て

い

る
｡

他

方
､

第
一

七

条
の

規
定

す
る

の

ほ
､

前
者
と

の

人

的

関
係
に

の

み

基
づ

く

抗
弁
だ

け
で

あ
っ

て
､

直
接
的
に

手

形
債
務
の

存
在
に

か

か

わ

り
､

か

つ

前
者
に

対

す
る

直
接
的
な

人

的

関
係
に

基
づ

く
の

(

7
)

で

は

な

い

抗
弁
に

は
､

適
用
さ

れ

な
い

､

と

解
さ

れ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

交
付

契
約
欠

歓
の

場
合
に

､

第
一

六

条

第
二

項
､

第
一

七

条
の

直
接
的
適
用
の

可

能
性
は

な
い

｡

他

方

又
､

帰
貴
的

な

作
成

者
が

､

債
務
負
担
意
思
な

く

て

も

債
務
を

負
う

と
い

う
こ

と

は
､

手

形
法
の

諸

規
定

自
体

の

中
に

認

め

ら

れ

る
｡

l

P
0

0

E

は
､

そ

の

い

く
つ

か

の

例
を

あ

げ
て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

第
一

は
､

(

8
)

受
戻
な

き

支
払
の

抗
弁
に

第
一

七

条
が

通
用
さ

れ

る

こ

と
で

あ

り
､

第
二

は
､

第
一

七

条
の

抗
弁
制
限
で

あ

り
､

第
三

は
､

法
が

一

定

の

形
式
に

一

定
の

内
容
を

付

与
し

て

い

る

こ

と

(

第
三

一

条
第
三

項
､

第
二

五

条
第

一

項
二

文
､

第
六

四

条
第
二

項
)

で

あ

り
､

第

四
は

､

記

載
を

許
さ

れ

ざ

る

事
項
が

記
載
な
き

も

の

と
み

な

さ

れ

る

(

例
､

第
九

条
第
二

項
､

第
五

条
第

一

項
)

こ

と
で

あ

り
､

第

五

ほ
､

第
一

〇

条
に

よ

る
､

白
地

不

当

補
充
の

場
合
の

､

振
出
人

(

9
)

の

責
任
で

あ
る

｡

し
.
か

し
､

こ

れ

ら
の

手

形
法
の

諸

規

定
は

､

明

ら
か

に
､

交
付

桝
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契
約
欠

映
の

抗
弁
を

､

そ

の

対

象
と

し
て

は

い

な
い

｡

け
れ

ど

も
､

こ

の

場
合
に

､

善
意
の

第
三

取

得
者
が

保
護
さ

れ

る

べ

き
こ

と

を
､

手

形

流
通
の

保

護
は

要
求
す
る

の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

こ

こ

に
､

法
に

よ
っ

て

故
意
に

残
さ

れ

た
､

法
律
学
に

よ

り

補
充

さ

れ

(

1 0
)

る

べ

き

法
の

欠

歓
の

存

在
を

み

る
､

甘
8
E

の

見

解

は

正

当
で

あ

る
｡

肖
こ

の

場
合
に

､

手

形

取

得
者
に

､

ど
の

よ

う

な

主

観
的
要
件

が

要
求
さ

れ

る

の

か

に

つ

い

て

は
､

第
一

六

条

第
二

項
(

第
一

〇

条
)

の

善
意
に

よ

る

こ

と
に

､

学
説

は
一

致

し
て

い

る
｡

第
一

六

条

第
二

項
の

場
合
と

､

交
付

契
約
欠

妖
の

場
合
と
で

は
､

利
害
状

況
の

類
似
性
が

見

出
さ

れ

る
｡

第
一

に
､

両

者
の

場
合
の

善
意
保

護
に

よ

り

蒙
ら

れ

る

損
害
は

､

経

済
的
に

み

て
､

本
質
的
に

同
一

で

あ

る
｡

第
二

に
､

交
付

契
約
欠

妖
の

場
合
に

も
､

手

形

債
務
が

存
在
し

て

い

な
い

た

め
に

､

そ

れ

を

有
効
に

譲
渡
で

き

な
い

限
り

で
､

無
権
利
着
か

ら
の

取

得
が

問
題
に

な

る
｡

第
三

に
､

有
効
な

手

形
債
務
の

成

立
の

た

め

に

は
､

原
則

的
に

証

券
交
付
が

必

要
だ

か

ら
､

手
形
債
務
の

不

存
在
の

場
合
の

取

得
者
の

信
頼
は

､

無
権

(

1 1
)

利
着
か

ら
の

取

得

者
の

信

頼
と

共
通

性
が

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

取

得
者
の

善
意
を

､

第
一

六

条

第
二

項
の

善
意
と

同
一

視

す
る

通

〔

1 2
)

説
は

､

こ

の

場
合
の

利
害
の

衡
量
に

通
い

､

正

当
で

あ

る
｡

H
e

邑
｡

訂

は
､

交
付

契

約

欠

映
の

抗

弁
に

は
､

第
一

六

条

第

棚

(

1 3
)

(

1 4
)

二

項
が

､

類
推
適
用
さ

れ

る

べ

き

で

あ

る
､

と

主

張
す

る
｡

レ

ヒ

ッ

シ

ャ

イ

ン

法
理

は
､

実
定

法
に

依
拠
す
る

必

要
が

あ
る

こ

と
､

及
び

当

該
の

事
例
に

お

け
る

法
の

欠

映
が

確
定
し
て

い

る

こ

と
か

(

1 5
)

(

1 6
)

ら
､

類
推
適
用

を

主

張
す
る

こ

と

は
､

正

当
で

あ

る
｡

し
か

し
､

第
一

六

条
第

一

一
項
の

規
定

す
る

の

が
､

不

利
益

を

蒙
る

者
の

帰
貴

性
を

排
除
し

た

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
で

あ

る
､

と
い

う
こ

と
は

､

第
一

六

条
第
二

項
だ

け

を

類
推
適
用

す
る

什

訂

喜
訂
F
s

の

見
解

を

支

持
す
る

こ

と
を

､

許
さ

な
い

｡

一

方
､

第
一

六

条
第
二

項
と

､

交
付

契
約
欠

映
の

場
合
と
の

利

害
状

況
の

類
似
性
は

､

取

得

者
の

主

観
的

要
件
の

点

か

ら
､

第
一

七

条
だ

け
の

類
推
通
用
の

可

能
性
を

全

く

排
除
す

る
｡

l

P

8
b
i

は
､

こ

の

問
題
に

つ

い

て
､

以

下
の

よ

う
に

論
ず
る

｡

す

な

わ

ち
､

所

持
人
に

対
し

て
､

振
出
人

は
､

ま

ず
も
っ

て
､

所

持
人

は

悪
意
で

取

得
し

た

か

ら
､

契
約
の

不

存
在
と
い

う

債
務
の

環

症
は

､

治
癒
さ

れ

て

い

な
い

､

と

主
張
す
る

｡

こ

の

限
り

で
､

(

1 7
)

第
一

七

条
が

問
題
に

な

る
｡

更

に
､

振
出
人
は

､

自
分
は

手
形

交

付
に

よ

り

手

形

所
有
権
を

手

放
し
て

は

お

ら

ず
､

所
持
人
は

､

悪

意
の

た

め

に

全
く

そ

の

所
有
権
を

取

得
し

な
か

っ

た
､

と

主

張
す

る
｡

し

た

が
っ

て
､

第
一

七

条
と

共
に

第
一

六

条
第

一

一
項
も

通
用
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(

1 8
)

さ

れ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

第
一

六

条
第
二

項
が

､

第
一

七

条
に

条

件
を

付

与
し

､

既
に

し

て

重

過

失

あ

る

取

得
者
は

保
護
さ

れ

な
い

こ

と
に

な
る

｡

法
は

､

第
一

〇

条
の

特
別

な

場
合
に

も
､

悪
意
を

(

1 9
)

第
一

六

条
第
二

項
と

同

様
に

､

書
き

改

め
て

い

る

の

で

あ

る
｡

以

上
の

ー

p
0

0

ど

の

主

張
か

ら
､

.

す
0

0

E

は
､

交
付

契

約
欠

妖
の

場

合
に

､

取

得
者
の

主

観
的
要
件
に

つ

い

て

は
､

第
一

六

条
第
二

項
の

条
件
が

付

く
が

､

第
一

七

条
の

(

類
推
)

通
用
が

あ

る
､

と

(

孤
)

し

て

い

る

と

解
さ

れ

よ

う
｡

こ

の

甘
0

0

E

の

見
解
は

､

本
論
文
で

私
の

と
っ

て

き
た

立

場

か

ら
み

て
､

結
果
的
に

は
､

正

当

性
を

有
す

る

が
､

そ

れ

は
､

理

論
的
に

明

確
な

も
の

で

は

な
い

｡

又
そ

の

理

由
付

け

は
､

あ

ま
り

に

形
式

的
に

す

ぎ
､

そ

れ

は
､

本

質
的
な

議
論
で

は

な
い

｡

し
た

が

っ

て
､

こ

の

見

解
は

､

そ

の

意
味
で

不

適
当
な

も
の

で

あ

る
｡

私
は

､

こ

の

問
題
に

対

し
､

よ

り

本

質
的
な

か

つ

よ

り

明

確
な

理

論
と
し

て
､

次
の

よ

う
に

考
え

た

い
｡

第
一

六

条

第
二

項
と

第
一

七

条
の

規
定
の

目

的
は

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

に

信

頼
す
る

善
意
者
は

保

護
さ

れ

る
､

と
い

う
も
の

で

あ

り
､

二

つ

の

規
定
か

ら
は

､

帰
貴
的
に

惹
起
さ

れ

た

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

に

信

頼
す
る

､

善
意
で

あ
っ

て
､

か

つ

重

過

失

な

き

(

第
一

六

条
第
二

項
の

要
件
)

第
三

者
ほ

保
護
さ

れ

る
､

と
い

う
レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
が

､

上

位
規
範
と

し
て

引

き

出
さ

れ

う
る

｡

そ

し

て
､

こ

の

原
則
的
な
レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
こ

そ

が
､

交

付

契
約

欠

欲
の

抗
弁
を

排
除
す
る

こ

と
の

法

的

根
拠
を

な

す
ぺ

き

で

あ

る

か

ら
､

こ

の

場
合
に

は
､

第
一

六

条
第
二

項
と

第
一

七

条
と
が

同

時
的
に

､

類
推
通
用
さ

れ

る
ぺ

き
で

あ

る
､

と

考

え

る
｡

以

上
が

私
の

見
解
で

あ

る
｡

(

1
)

く
g

】
●

甘
3

ぎ
ー

や

ゎ
●

S
一

-

○

汁

(

2
)

-

p
0

0
b
-

-

-

言
●

S
●

-

宗
一

(

3
)

こ

の

場

合
の

帰
貴
要

件
の

必

要
性

と
､

無

権

利
着
か

ら
の

取

得

の

場
合
の

､

帰
責
任
の

不
必

要
性
の

相

違

の

理

由

を
､

試
2

日

ユ
○

ど

は
､

前

者
の

場
合
が

､

新
た

な

権
利
の

基

礎

付

け
で

あ

る

の

に

対

し
､

後
者
の

易
合
は

､

既
に

存

在
せ

る

権

利
の

帰
属
の

変
更
に

す
ぎ

な

い

こ

と
に

求

め
て

い

る

(

P

P

〇
.

∽
.

記
-
宗
)

｡

(

4
)

第

四

〇

条

第
三

項
は

､

債

務
者
の

た

め
の

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

を

規

定

し
､

他

方
､

第
一

〇

条
は

､

抗
弁
制

限
の

特

別

な

場
合

を

規

定

す

る
｡

(

5
)

l

巴
〕

○

已
}

一

や

式
.

∽
.

諾
い

H
e

ロ

ユ
O

F
∽

-

P

P

O
■

S
●

-

山

-
●

(

6
)

-

P
(

6
b
㌣

葛
知

-

∽
.

笥
.

(

7
)

統
一

手

形

法
の

解

釈
は

､

条
文
の

文

理

解

釈

が

そ
の

出

発

点

と

さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

が
､

第
一

七

条
の

文

理

解

釈

上

は
､

同

条
の

対

象
と

す
る

人

的

抗

弁
は

､

前

者
に

対

す

る

人

的

関

係
に

基
づ

く

も
の

で

あ

る
､

と

解

す
ぺ

き
で

あ

る
｡

た

だ

し
､

人

的

関

係
に

基
づ

く

場

合

で

も
､

そ

の

抗
弁
の

有

効

性
に

と

り
､

誰
に

対

し
て

そ
の

抗

弁
が

7 03
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成
立

し

た

の

か
､

と
い

う
こ

と
が

意
義
を

有

さ

な

い

よ

う

な

抗

弁

(

た

と

え

ば
､

詐
欺

､

強

迫
に

よ
っ

て

手

形

を

振

出

し
た

と
い

う
抗

弁
)

ほ
､

第
一

七

条
の

対

象
と

す
る

人

的

抗

弁
に

は

入

ら

な
い

､

と

解
さ

れ

る

(

同

説
､

-

p
0

0

豆
-

司

声
S

一

∞

レ
)

｡

な

お
､

野
P

仁

m

訂
r

c

F

H
e
f

e

り

ヨ
e

巳
-

-

讃
Q

訂

合
e
札
内

§
乱

姿
訂
Q

ぎ
設
乳
♪

-

r

A
亡

P

-

当
山

､

A
→
t

･

-

N

W
G

A
ロ
H

P

¢
-

山

○

声

河

本

｢

手

形

法

に

お

け

る

悪

意
の

抗
弁
+

『

民

商
法

雄
藩
』

､

第
三

六

巷
第

四

号
､

五

三

七

頁
､

田

辺

｢

手

形

交

付

契
約
欠

軟
の

抗
弁
に

関

す

る
一

考

察
+

『

阪

南

論

集
』

､

第
四

巻
一

､

二

号
､

五

二

七

頁
は

､

註

(

8
)

で

ふ

れ

る

よ

ぅ
に

､

異
な
る

見

解
を

と

る
｡

(

8
)

-

P
O

O

E
-

一

や

ぷ
-

∽
.

山

00

-
い

P

l

g
O

E

に

よ

れ

ば
､

手

形

債
権
の

消

滅
に

は
､

証

券
の

破

棄
が

必

要

で

あ

り
､

そ

れ

迄

は
､

そ
の

存
続
の

外

観
が

第
三

者
の

た
め

に

働
き

､

第
一

七

条
が

適
用

さ
れ

る
｡

こ

の

受
戻
な

き

支

払
の

抗
弁
を

､

交
付

契
約
欠

映
の

抗
弁
と

同

視

す
る

見

解
が

あ

る

(

H
e

∃
訂

訂
､

P

P

O
●

抑

N

-

¶

-
N

-

00

い

申
P

仁

ヨ

訂
O

F
H
e

訂
り

日
e

卓

P

P

〇
.

A

ユ
.

⊥
N

W
G

､

A
日

m
･

訣
)

｡

第
一

七

条
は

､

手

形
行

為
の

有
効

性

を

香

定

せ

ず
､

た

だ

所

持
人
の

権
利
行

使
を

抑
制

す

る

に

止

ま
る

抗
弁
の

み

を

対

象
と

す
る

､

と

す

る

見
解

に

立

て

ば

(

河

本
､

前

掲
､

『

民

商
法

腰

誌
』

､

第
三

六

巷
第

四

号
､

五
三

七

頁
)

､

受
戻
な
き

支

払
の

抗
弁
は

､

交
付

契
約
欠

妖
の

抗
弁

と

同
一

視
さ

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う

(

河

本
､

前
掲

､

五

三

九

頁
註

一

〇
)

｡

し

か

し
､

私

は
､

第
一

七

条
の

対

象
と

す

る

抗
弁
を

､

右
の

よ

う

に
､

ド

イ

ツ

実

体

法

上

の

翌
日
e

計

に

限

定
す

る

こ

と
に

ほ

疑
問
を

も

つ

(

前
註

参
照
)

｡

手

形

証

券
か

ら

生

ず
る

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

の

効

力
は

､

受
戻

な
き

支

払

桝

の

抗
弁
に

つ

い

て

の

J

P

8
オ
ー

の

見
解

を

根

拠

付

け

る
､

と

考
え

る
｡

(

9
)

-

a
0

0

ぎ
ー

竹

串
∽

.

-

○
¢

声

(

1 0
)

J

p
O
O

E
､

司
知

.

∽
.

-

-

㍗

(

1 1
)

H
e

ロ

ユ
○

訂
.

P

P

〇
.

∽
.

N

-

○

声

(

1 2
)

統
一

手

形
法

中
で

､

債
務
の

成
立

に

関

す

る

抗
弁
を

扱
う

唯
一

の

規
定

た

る

第
一

〇

条

も
､

主

観
的

要
件
を

､

善
意
無

過

失

と

す
る

見
解

を
､

正

当

化

す
る

(

同

説
､

呂
○
∽
の

p
-

q
打

3
g
已
♪

P

畠
00

)
｡

(

1 3
)

拭
e

P

ユ
O

F
∽

-

P

P

〇
.

∽
.

N
-

山
.

(

1 4
)

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法
理

に

あ
っ

て

は
､

取

得

者
の

主

観

的

要
件

に

つ

い

て
､

第
一

六

条
第
二

項
の

要
件
が

類
推
適

用
さ

れ

る
､

と

言

わ
れ

る

こ

と

が

多
い

｡

し

か

し
､

こ

の

見

解
の

よ
っ

て

立
っ

て

い

る

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ
ン

法

理

観
は

､

本

論
文
の

と
る

見
解
と

全
く

異
な
っ

て

い

る

の

が
､

一

般
的

で

あ
る

｡

出
e

ロ

ユ
O

F
∽

も
､

従

来
的

意
味
で

､

類
推
適
用
を

主

張
し
て

い

る

の

で

は

な

い
｡

(

1 5
)

更

に
､

統
一

手

形

法

は
､

で

き

る

だ

け

そ

れ

自
体

か

ら

解
釈
さ

れ

る
ぺ

き
で

あ
る

の

で
､

類
推

通

用

ほ

正

当

化

さ

れ

る

(

同

説
､

H
e

n

ユ
○

訂
-

P

P

O
●

㌍

N

-

∞
)

｡

(

1 6
)

類
推
通

用
に

関

し

て

ほ
､

田

駕
t

ど
】

○

日
e

3
N
-

F

b
叫

払

L

ぎ
S
亀

倉
1

Q
恥

詮
訂
琵
斡

琵
訂
q

ま

き
苧

-

笥
-

､

S
.

3

声

(

1 7
)

甘
g
正

に

よ

れ

ば
､

所

持
人

が

悪

意
で

取

得
し

た
､

と

い

う

抗
弁
は

､

所
持
人
に

対

す
る

直

接

的
な

抗
弁
で

あ
る
(

†

『

知
.

∽
.

苫
)

｡

(

1 8
)

以
上

の

議
論
ほ

､

交
付

契
約
欠

妖
の

抗
弁
が

､

人

的

抗
弁

で

あ



( 6 5 ) 手形法に お け る レ ヒ ツ シ ャ イ ン 法理 に 関す る 若干 の 考察

る

と
い

う
こ

と

を
､

前
提
と

し

て

い

る
､

と

考

え

ら

れ

る
｡

(

1 9
)

J

p

g
+

声
一

や
､

声

わ

ロ
¢

-
-

N

〇
･

(

2 0
)

く
g
】

-

1

琶
O

+

早

耳

式
･

∽
･

-

N

O

-
-

N

-
･

七

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
は

､

法
律
行
為
論
に

依
拠
す
る

従

来
の

手
形
理

論
と

異
な

り
､

統
一

手

形
法
の

｢

統
一

性
の

理

念
+

と

調

和
し

､

又

統
一

手
形
法
中
に

根
拠
付

け

ら
れ

る

も

の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理

ほ
､

統
一

手
形
法
に

お

い

て
､

従

来
よ

り
一

層
積
極
的
に

展
開
さ

れ

る
ぺ

き
で

あ
る

｡

し
か

し
､

そ

の

際
に

､

レ

ヒ

ツ

シ

ャ

イ

ン

法
理
の

も
つ

性
格
を

見

逃
し
て

は

な

ら
な
い

｡

そ

の

具
体

的
な

展
開
に

関
し

て

は
､

紙
数
の

制
約
上

ふ

れ

る

こ

と
が

で

き

な

か
っ

た

が
､

後
日

を

期
し

た

い
｡

(

一

橋
大
学

大
学

院
博
士

課
程
)

花坊




